
◎児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改

正する法律 
（令和元年六月二六日法律第四六号）   

一、 提案理由（令和元年五月一五日・衆議院厚生労働委員会） 

○根本国務大臣 ただいま議題となりました児童虐待防止対策の強化を図るための児童

福祉法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説

明いたします。 

 児童相談所における児童虐待相談への対応件数は、一貫して増加が続いており、平成

二十九年度には十三万件を超えています。時に痛ましい事件により、かけがえのない子

供の命が失われる状況が生じており、児童相談所の体制強化、関係機関間の連携強化等

の対策が喫緊の課題となっております。 

 こうした状況を深刻に受けとめ、児童虐待防止対策の強化を図るため、この法律案を

提出いたしました。 

 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 

 第一に、児童の権利擁護であります。体罰禁止を法定化するとともに、政府は、この

法律の施行後二年を目途として、民法に定める懲戒権のあり方について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしています。また、児童相談所の業務とし

て、児童の安全確保を明文化するほか、児童福祉審議会において児童に意見を聞く場合

においては、その児童の状況や環境等に配慮することとしています。 

 第二に、児童相談所の体制強化であります。児童相談所がちゅうちょなく一時保護な

どの介入的対応を行うことができるよう、介入的対応を行う職員と保護者支援を行う職

員を分けることなどとしています。また、児童相談所において常時弁護士の指導のもと

で法律関連業務を行うための体制整備、医師及び保健師の配置、児童福祉司の任用要件

の見直し等による職員の資質の向上を図るとともに、児童相談所の業務に係る第三者評

価を努力義務として規定することとしています。 

 第三に、児童相談所の設置促進であります。児童相談所の管轄区域に関し、人口その

他の社会的条件について定める参酌基準を法定化するとともに、政府は、この法律の施

行後五年間を目途として、中核市及び特別区が児童相談所を設置できるよう、設置に係

る支援その他の必要な措置を講ずることとしています。 

 第四に、関係機関間の連携強化であります。学校、教育委員会、児童福祉施設等の職

員について守秘義務を規定するとともに、ドメスティック・バイオレンス対策との連携

強化を図るため、児童相談所と配偶者暴力相談支援センターについて、相互に連携協力

に努めるべき機関として法律上明確化することとしています。 

 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十二年四月一日として

います。 

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 



 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。 

二、衆議院厚生労働委員長報告（令和元年五月二八日） 

○冨岡勉君 ただいま議題となりました児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉

法等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を

御報告申し上げます。 

 本案は、児童虐待防止対策の強化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、

その主な内容は、 

 第一に、親権者は、児童のしつけに際して、体罰を加えてはならないこととすること、 

 第二に、都道府県は、児童の一時保護等の介入的対応を行う職員と保護者支援を行う

職員を分ける等の措置を講じなければならないこととすること、 

 第三に、児童相談所の管轄区域は、人口その他の社会的条件について政令で定める基

準を参酌して都道府県が定めるものとすること 

等であります。 

 本案は、去る五月十日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日本委員会に付託

されました。 

 本委員会におきましては、十五日根本厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取した後、

十七日から質疑に入り、二十一日には参考人から意見を聴取し、二十四日には安倍内閣

総理大臣に対する質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。 

 質疑終局後、自由民主党、立憲民主党・無所属フォーラム、国民民主党・無所属クラ

ブ、公明党、日本共産党、日本維新の会及び社会保障を立て直す国民会議の七会派より、

本案に対し、児童相談所長等は、児童虐待を行った保護者について、児童虐待の再発を

防止するため、医学的又は心理学的知見に基づく指導を行うよう努めるものとすること

等を内容とする修正案が提出され、趣旨説明を聴取いたしました。 

 次いで、原案及び修正案について討論、採決を行った結果、修正案及び修正部分を除

く原案はいずれも全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと議決した次

第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇委員会修正の提案理由（令和元年五月二四日） 

○西村（智）委員 ただいま議題となりました児童虐待防止対策の強化を図るための児

童福祉法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、自由民主党、立憲民

主党・無所属フォーラム、国民民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党、日本維新

の会及び社会保障を立て直す国民会議を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 

 本修正案は、これまでの本委員会における議論を踏まえ、子供の命を守る観点から、

政府提出の法律案を一層充実させ、児童虐待防止対策のさらなる強化を図ろうとするも

ので、先般来、与野党において協議を重ね、取りまとめたものでございます。 



 その主な内容は、 

 第一に、児童相談所長等は、児童虐待を行った保護者について、児童虐待の再発を防

止するため、医学的又は心理学的知見に基づく指導を行うよう努めるものとすること。 

 第二に、政府が検討を加えるべき、児童の意見が尊重され、その最善の利益が優先し

て考慮されるための措置の例示として、児童の意見を聞く機会の確保及び児童の権利を

擁護する仕組みの構築を追加すること。 

 第三に、児童福祉司の数の基準に関する政令は、各児童相談所の管轄区域内の人口、

児童虐待に係る相談に応じた件数、里親への委託の状況及び市町村における児童福祉法

による事務の実施状況その他の条件を総合的に勘案して定めるものとすること。 

 第四に、関係機関等は、要保護児童対策地域協議会から資料又は情報の提供、意見の

開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに応ずるよう努めなければならな

いものとすること。 

 第五に、児童相談所長は、児童虐待を受けた児童が住所等を管轄区域外に移転する場

合においては、当該児童及び児童虐待を行った保護者について、移転の前後における支

援が切れ目なく行われるよう、移転先の児童相談所長に対し、速やかに必要な情報の提

供を行うものとするとともに、当該情報の提供を受けた児童相談所長は、要保護児童対

策地域協議会が速やかに当該情報の交換を行うことができるための措置その他の緊密な

連携を図るために必要な措置を講ずるものとすること。 

 第六に、児童相談所の体制強化に対する国の支援のあり方についての検討規定、通報

の対象となるＤＶの形態及び保護命令に係るＤＶ被害者の範囲の拡大についての検討規

定等を追加すること。 

 以上であります。 

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 

〇附帯決議（令和元年五月二四日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一 体罰によらない子育てを推進するに当たり、子どもの権利条約を参考に具体的な例

示を示したガイドライン等を早期に作成するとともに、体罰が子どもに与える影響に

ついて広く国民が理解できるよう啓発活動に努めること。その際、子どもに手を上げ

てしまった保護者を追い込むのではなく、可能な限り早期に適切な子育ての方法や相

談窓口についても周知し、支援すること。 

  また、法施行後二年を目途として検討される民法の懲戒権の在り方については、児

童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、規定の削除を含め、早急に検討を加え、

その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 

二 虐待リスクの高い子どもを早期に発見し、支援につなげられるよう、乳幼児健診及

び就学時健診未受診者、未就園、不就学等の子どもに関する安全確認を定期的に実施

すること。また、学校健診、保育園健診の充実を検討すること。 



三 若い世代をはじめ、子育てに悩みを抱える者等が相談・支援につながりやすい仕組

みづくりを進めるため、ＳＮＳ等を活用した相談窓口の開設を進めること。 

四 医師、歯科医師その他の医療従事者から児童虐待に関する通告又は児童相談所の対

応に対して意見等があった場合には、その医学的知見に基づく意見等が十分勘案され

るようにすること。 

  また、地域の医師会等と協力して研修等を実施するなど、医師等の児童虐待対応の

向上に努めること。 

  児童虐待の発見のため必要な知識・技術を十分に有する医師、歯科医師、保健師、

助産師及び看護師の確保、養成に努めること。 

五 子ども自身が教職員等に適切に相談することができるよう、学校教育の場において

児童虐待に対する正しい知識を提供できる取組を推進すること。 

  また、学校、教育委員会の教職員等に対し、子どもの権利条約の周知も含めて必要

な研修を実施するなど、教育現場における児童虐待対応の向上に努めること。 

六 児童虐待防止対策体制総合強化プランに基づく児童福祉司等の増員を確実に進める

とともに、その資質の向上が図られるよう、中長期的な研修の実施を含め、人材確保

のため必要な措置を講ずること。 

  また、児童福祉司一人当たりの相談対応件数が平均で四十件を超えないよう、更な

る増員に向けた人材・財源確保に努めるとともに、非常勤職員の常勤化を含め、児童

虐待に係る相談に応ずるための職員の処遇改善に努めること。 

七 児童福祉司をはじめとした児童福祉を担う人材の専門性の向上に当たっては、地方

自治体の職員が十分な経験を積み上げることが必要不可欠であることから、当該職員

の人事異動等に際し、地方自治体に対し配慮を求めるなど、必要な措置を講ずること。 

  また、児童相談所における介入機能と支援機能の分化に当たっては、一体的な対応

が必要なケースもあることを踏まえつつ、各児童相談所の実情等に応じた柔軟な取組

が行えるようにすること。 

八 市町村における相談支援体制を強化するため、全市町村における子ども家庭総合支

援拠点の設置・運営のため必要な支援の拡充を図ること。 

九 一時保護を必要とする子どもが適切な環境の下で保護されるよう、一時保護の受け

皿の整備を早急に進めること。 

  また、一時保護中においても、従前の学校に通学できるようにするなど、子どもの

生活環境に配慮した一時保護所の環境改善に努めること。 

十 要保護児童対策地域協議会の実効性を向上させ、関係機関が有機的に連携しながら

活動できるよう、調整担当者の研修内容の充実や入ることが望ましい構成機関、効果

的な運営方法に関するガイドラインの作成などにより必要な支援を講ずること。 

十一 中核市及び特別区における児童相談所の設置を目指し、設置に係る必要かつ十分

な支援を講ずること。併せて中核市及び特別区の理解が得られるよう努めること。 



  また、不交付団体に対する支援について検討すること。 

十二 児童虐待の対応に当たり、家庭が転居する際には、リスクが増加するため十分な

注意を払いつつ、地方自治体間の引継ぎを徹底するとともに、児童相談所及び市町村

相互間の情報共有を効率的かつ効果的に行うことができるよう、全都道府県において

情報共有システムの構築を推進すること。 

十三 児童相談所における援助方針会議の会議録には、後で検証ができるように、組織

としての判断とその判断の理由を明確に記録するよう支援を行うこと。 

十四 警察と児童相談所との連携が円滑にいくよう警察と児童相談所の合同研修の実施

や、警察における虐待対応の専門部署の設置等を通じ、交番等における早期発見など、

警察及び児童相談所双方の対応力の強化を図ること。 

十五 虐待対応とＤＶ対応の連携の実効性を確保するため、婦人相談員の専門性確保や

待遇改善など、必要となる体制整備等の措置を講ずること。 

十六 虐待の再発を防止するため、加害者である保護者への支援プログラムについて、

必要な専門人材の養成などの支援体制を充実させ、プログラムの実施を推進すること。 

十七 一時保護等から家庭復帰した後の虐待の再発により、子どもが被害を受けること

も少なくないことから、家庭復帰後の一定期間においては児童相談所による家庭訪問

の実施等を通じて児童からの意見の聴取や養育状況等を把握するとともに、切れ目な

く保護者支援が実施されるよう、必要な措置を講ずること。 

十八 児童虐待が再発した状況等に関する調査、分析等を行い、必要な対策を講ずるこ

と。 

十九 新しい社会的養育ビジョンを踏まえ、里親の開拓、研修及び養成のほか、フォス

タリング機関の整備等の支援体制を拡充すること。 

二十 心理的困難や苦しみを抱えているなど、里親委託が難しい子どもたちもいること

から、心理的治療や相談援助を行う児童心理治療施設の整備が図られるよう、必要な

支援を講ずること。 

二十一 児童養護施設等の施設内における暴力、性暴力について、実態調査の結果等を

踏まえ、子ども間に限らず、問題の発生を防止するための効果的な対策について早急

に検討を行い、必要な措置を講ずること。 

  また、被害にあった子どもが、継続的に心身のケアを受けることができるために必

要な措置を早急に講ずること。 

二十二 子どもの死因に関する情報の収集、管理、活用等に関する体制整備の在り方に

ついて速やかに検討し、虐待の再発防止に資するよう必要な措置を講ずること。 

二十三 子どもが意見を述べることを支援するための制度を構築し、子どもの最善の利

益を確保するため、いわゆるアドボケイト制度の導入に向けた検討を早急に行うこと。 

二十四 児童相談所全国共通ダイヤル一八九（いちはやく）について早急に無料化を実

現するとともに、運用改善による通告者及び相談者等の利便性の向上に努めること。 



三、参議院厚生労働委員長報告（令和元年六月一九日） 

○石田昌宏君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、児童虐待防止対策の強化を図るため、親権者等による体罰の禁止、児童

相談所への医師、保健師等の専門職の配置、児童相談所の管轄区域に係る参酌基準の創

設、児童虐待を受けた児童の保護等のために協力すべき関係機関の明確化等の措置を講

じようとするものであります。 

 なお、衆議院において、児童虐待を受けた児童が移転した場合の児童相談所長による

情報の提供、児童虐待を行った保護者に対する医学的又は心理学的知見に基づく指導等

に係る規定の新設等の修正が行われております。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、児童相談所及び市町村

の体制強化、児童相談所の設置促進、関係機関間の連携方策、児童虐待防止のための保

護者への支援等について、安倍内閣総理大臣にも出席を求め質疑を行いましたが、その

詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和元年六月一八日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一、深刻な児童虐待事件が後を絶たない事態に鑑み、児童虐待の根絶に向けて、本法及

び関係閣僚会議等において定めた対応策を着実に実施するとともに、子どもの命を守

ることを何よりも第一に据え、国・地方自治体・関係機関が一体となって児童虐待防

止対策の更なる強化を図るため、必要な取組を率先して進めること。 

二、体罰によらない子育てを推進するに当たり、子どもの権利条約を参考に具体例を示

したガイドライン等を早期に作成するとともに、体罰が子どもに与える影響について

広く国民が理解できるよう啓発に努めること。その際、子どもに体罰をしてしまった

保護者を追い込むのではなく、その行為の非を自ら認知し、再発の防止が確保される

よう、可能な限り早期に適切な子育ての方法や相談窓口について周知し、支援するこ

と。また、本法施行後二年を目途として検討される民法の懲戒権の在り方については、

子どもの権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、規定の削除を含め、早急に検討を

加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 

三、虐待リスクの高い子どもを早期に発見し、支援につなげられるよう、乳幼児健診及

び就学時健診未受診者、未就園、不就学等の子どもに関する安全確認を実施すること。

あわせて、乳幼児健診、就学時健診、学校健診及び保育園健診の充実を検討するとと

もに、乳幼児・子どもの健診等の機会を活用して保護者、とりわけ母親に対する相



談・支援の拡充について検討し、必要な施策を講ずること。さらに、虐待の未然防止

を図るため、支援を必要とする保護者、特に妊産婦への産前・産後の支援を強化する

こと。 

四、医師、歯科医師その他の医療従事者から児童虐待に関する通告又は児童相談所の対

応に対して意見等があった場合には、その医学的知見に基づく意見等が十分に勘案さ

れるようにすること。また、地域の医師会等と協力して研修等を実施するなど、医師

等の児童虐待対応の向上に努めること。さらに、児童虐待の発見のため必要な知識・

技術を十分に有する医師、歯科医師、保健師、助産師及び看護師の確保、養成に努め

ること。 

五、子どもの適切な保護の実施及び一時保護等の解除の判定に当たっては、医療とのよ

り密接な連携の強化が必要であることから、協同面接と医学的判断とを連携させたア

セスメントの取組を参考とするなど、具体的な方策を検討し、必要な措置を講ずるこ

と。 

六、子ども自身が教職員等に適切に相談することができるよう、学校教育の場において

児童虐待に対する正しい知識を提供できる取組を推進すること。また、学校、教育委

員会の教職員等に対し、子どもの権利条約の周知も含めて必要な研修を実施するなど、

教育現場における児童虐待対応の向上に努めること。 

七、児童虐待防止対策体制総合強化プランに基づく児童福祉司等の増員を確実に進める

とともに、その資質の向上が図られるよう、中長期的な研修の実施を含め、人材確保

のため必要な措置を講ずること。また、児童福祉司一人当たりの相談対応件数が平均

で四十件を超えないよう、更なる増員に向けた人材・財源確保に努めるとともに、非

常勤職員の常勤化を含め、児童虐待に係る相談に応ずるための職員の処遇改善に努め

ること。 

八、児童福祉司を始め、児童福祉を担う人材の専門性の向上に当たっては、地方自治体

の職員が十分な経験を積み上げることが必要不可欠であることから、当該職員の人事

異動等に際し、地方自治体に対し配慮を求めるなど、必要な措置を講ずること。また、

児童相談所における介入機能と支援機能の分化に当たっては、一体的な対応が必要な

ケースもあることを踏まえつつ、各児童相談所の実情等に応じた柔軟な取組が行える

ようにすること。 

九、保護者を孤立させず、妊娠期からの切れ目のない支援を実施するため、市町村にお

ける相談支援体制の強化に向け、全市町村における子ども家庭総合支援拠点及び子育

て世代包括支援センターの設置・運営や人材育成のため必要な支援の拡充を図るとと

もに、そのための財源の確保に努めること。 

十、一時保護を必要とする子どもが一時保護中においても従前の学校に通学できるよう

にするなど、子どもの生活環境に配慮した一時保護所の環境改善に努めるとともに、

一時保護の受皿の整備を早急に進めること。また、一時保護所が安心・安全な場とな



るよう、個別的な対応ができる職員体制の強化のため必要な支援の拡充を図るため、

職員の配置基準の改善と地方交付税の単位費用算定基礎や措置費の充実について改善

に向けた検討を進めること。 

十一、要保護児童対策地域協議会の実効性を向上させ、関係機関が有機的に連携しなが

ら活動できるよう、調整担当者の研修内容の充実や参画することが望ましい構成機関、

効果的な運営方法に関するガイドラインの作成などにより必要な支援を講ずること。 

十二、中核市及び特別区における児童相談所の設置を目指し、設置に係る必要かつ十分

な支援を講ずるとともに、中核市及び特別区の理解が得られるよう努めること。また、

不交付団体に対する支援について検討すること。 

十三、学校の教職員、児童福祉施設の職員等子どもの福祉に職務上関係のある者の守秘

義務については、職務に関して知り得た秘密の漏えいが深刻な事態を招きかねないこ

とに鑑み、十分に徹底するとともに、関係機関間において必要な情報提供等を妨げる

ことのないようにすること。 

十四、児童虐待の対応に当たり、家庭が転居する際には、リスクが増加するため十分な

注意を払いつつ、地方自治体間及び児童相談所間の引継ぎを徹底するとともに、児童

相談所及び市区町村相互間の情報共有を効率的かつ効果的に行うことができるよう、

全国統一ルールの作成を検討するほか、全都道府県において情報共有システムの構築

を推進すること。あわせて、同一都道府県内だけでなく全国の都道府県間の情報共有

システムの構築についても速やかに検討すること。 

十五、児童相談所における援助方針会議の会議録には、事後に検証ができるよう、組織

としての判断とその判断の理由を明確に記録するよう支援を行うこと。 

十六、警察と児童相談所の合同研修の実施や、警察における虐待対応の専門部署の設置

等を通じ、警察及び児童相談所双方の対応力の強化を図ること。また、児童相談所や

警察等の関係機関間で要保護児童の情報を共有できる共通データベースシステムの整

備について、必要な検討を進めること。 

十七、虐待対応とＤＶ対応の連携の実効性を確保するため、婦人相談員の配置促進や専

門性確保、待遇改善など、必要となる体制整備等の措置を講ずること。そのために、

また婦人相談所と一時保護所の環境改善に向け、職員の配置基準の改善と地方交付税

の単位費用算定基礎や措置費の充実について改善に向けた検討を進めること。 

十八、児童虐待の再発を防止するため、加害者、特に虐待を行ってしまった保護者への

支援プログラムについて、既に支援を実施している民間団体等との協力・連携を進め、

必要な専門人材の養成などの支援体制を充実させ、保護者の抱える複合的な問題に寄

り添った継続的な支援を実施することを念頭に、個々の事情やニーズに応じた支援プ

ログラムの開発及び実施を推進すること。 

十九、一時保護等から家庭復帰した後の虐待の再発により、子どもが被害を受けること

も少なくないことから、家庭復帰後の一定期間においては児童相談所による家庭訪問



の実施等を通じて子どもから意見を聴取するなど、養育状況等を把握するとともに、

切れ目なく保護者支援が実施されるよう、必要な措置を講ずること。 

二十、児童虐待が再発した状況等に関する調査、分析等を行い、必要な対策を講ずるこ

と。 

二十一、新しい社会的養育ビジョンを踏まえ、里親の開拓、研修及び養成のほか、フォ

スタリング機関の整備等の支援体制を拡充すること。 

二十二、心理的困難や苦しみを抱えているなど、里親委託が難しい子どももいることか

ら、心理的治療や相談援助を行う児童心理治療施設の整備が図られるよう、必要な支

援を講ずること。 

二十三、児童養護施設等の施設内における暴力、性暴力について、実態調査の結果等を

踏まえ、子ども間に限らず、問題の発生を防止するための効果的な対策について早急

に検討を行い、必要な措置を講ずること。また、被害に遭った子どもが、継続的に心

身のケアを受けることができるために必要な措置を早急に講ずること。 

二十四、子どもの死因に関する情報の収集、管理、活用等に関し、府省間での情報共有

を含む体制整備の在り方について速やかに検討し、虐待の再発防止に資するよう必要

な措置を講ずること。 

二十五、子どもが意見を述べることを支援するための制度を構築し、子どもの最善の利

益を確保するため、いわゆるアドボケイト制度の導入に向けた検討を早急に行うこと。 

二十六、若い世代を始め、子育てに悩みを抱える者等が相談・支援につながりやすい仕

組みづくりを進めるため、児童相談所全国共通ダイヤル一八九（いちはやく）につい

て早急に無料化を実現するとともに、運用改善による通告者及び相談者等の利便性の

向上に努めること。加えて、ＳＮＳ等を活用した相談窓口の開設を進めるとともに、

専門性を有する応対者の育成・確保に努めること。 

二十七、日本で暮らした経験が限られるために、日本語や日本の社会通念等について意

思疎通が難しい子ども・家族が一定程度存在していることから、そのような子ども・

家族に対応する児童相談所等における対応の実態を調査し、適切な支援を行うこと。 

二十八、過去の虐待により心の傷を負ったことで、社会生活を送る上での困難を抱えて

いる成人に対する支援を充実させるよう、必要な検討を進めること。 

二十九、児童虐待相談対応件数の急増に伴って児童相談所の業務量も大きく増加してい

る中で、児童相談所の確実な業務遂行体制が確保されなくなる懸念が生じていること

から、保健所、子ども家庭総合支援拠点、子育て世代包括支援センター等への将来の

業務移管を含め、児童相談所の業務内容を必要に応じて検証すること。 

三十、児童相談所の設置目的について、子どもの命を第一に掲げるという理念を宣言す

る内容に改正することの検討を行うこと。また、職員一人一人に児童相談所の設置目

的とその理念が浸透するよう、必要な研修等を行うこと。 

三十一、オレンジリボン運動を国民運動として強力に推進するため、企業・団体・個人



のサポーター会員の募集やポスターコンクールとその配布の活性化など、政府として

積極的に関わること。 

 右決議する。 


